
　　　指宿市人事行政の運営等の状況

 (1) 退職・新規採用等の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 (2) 職員数に関する状況（各年度４月１日現在） 

（注）職員数は，指宿商業高等学校教員及び臨時職員を含めていません。

（1）人件費の状況（普通会計決算）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

歳 円 歳 円

歳 円 歳 円

歳 円 歳 円

歳 円 歳 円

国 43.5 335,000 50.1 287,992

類似団体 42.7 320,225 49.6 310,621

指宿市 43.5 329,189 48.3 336,271

鹿児島県 44.8 335,300 51.7 343,100

（注）職員手当には退職手当・退職手当負担金を含まない。

（3）職員の平均年齢，平均給料月額月額の状況（平成26年４月１日現在）

区　　分
一般行政職 技能労務職

平均年齢 平均給料月額 平均年齢 平均給料月額

千円 千円

410 1,578,162 219,546 601,565 2,399,273 5,852 5,607

期末・勤勉手当 計　　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

25年度
人 千円 千円 千円 千円

17.9 18.6

区　分
職員数 給　　　与　　　費 一人当たり (参考)一般市類型平均

Ａ 給　 料 職員手当

24年度の人件費率

25年度
千円 千円 千円 ％ ％

20,297,967 892,898 3,638,700

２　職員の給与の状況

区　分
歳出額

実質収支
人件費 人件費率 (参考)

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

衛 生 35 37 2

小 計 299 296 △ 3

56 0

民 生 33 32 △ 1

総     計 417 411 △ 6

そ の 他 36 38 2

土 木 38 39 1 小 計 56

△ 2

農 林 水 産 47 45 △ 2 下 水 道 5 5 0

59 △ 3

税 務 29 28 △ 1

公営企
業 等

水 道 15 13

教 育 62 59 △ 3

総 務 87 88 1 小 計 62

一
般
行
政
部
門

議 会 5 5 0 特別
行政

商 工 25 22 △ 3

部門 部門

区分 平成26
年度

職員数

平成27
年度

職員数
増減

区分 平成26
年度

職員数

16
平成27年4月1日

現在職員数
411

（注）「現在職員数」,「退職者数」及び「新規採用職員数」には，派遣中の職員を含めていません。

　（単位：人）

平成27
年度

職員数
増減

　指宿市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成18年指宿市条例第178号）第６条の規定により，
市職員の給与などの状況について次のとおり公表する。

　　　平成27年９月１日

指宿市長　豊留　悦男　　　　　　　　

１　職員の任免及び職員数に関する状況

　（単位：人）

平成26年4月1日
現在職員数

417
 平成26年度

退職数
22

平成27年度
新規採用者数



（4）職員期末・勤勉手当の状況(平成25年度支給割合）

（5）退職手当（平成26年4月1日現在）

（6）特殊勤務手当

（7）時間外勤務手当

（8）その他の手当（平成26年4月1日現在）

円

（9）特別職の報酬等の状況  (平成26年度支給額及び支給率）

議　員 286,000円 － 442,000円　／　180,000円

議　長 388,000円 － 545,000円　／　230,000円

副議長 310,000円 － 474,000円　／　200,000円

副市長 635,000円 571,500円 816,000円　／　483,000円

類似団体における最高／最低額

給
料
・
報
酬

市　長 812,000円 730,800円 989,000円　／　259,000円

６月期 1.40月分
12月期 1.70月分

計 3.10月分

区分
給料月額等

期末手当
減額前 減額後

管理職手当 部長級47千円・課長級38千円・参事級30千円 異なる 金額 21,968千円 430,745

円
交通用具利用者　支給限度額11,300円

円
持家　新築・購入5年以内2,500円

通勤手当
交通機関利用者　支給限度額55,000円

同じ － 20,420千円 55,945

住居手当
借家　支給限度額27,000円

異なる
持家分
の支給

30,072千円 196,549

円

配偶者以外　6,500円

配偶者のいない職員の扶養親族のうち

一人　11,000円

扶養親族のうち16歳に達する年度初めから

22歳に達する年度末までの子一人につき

5,000円加算

扶養手当

配偶者　13,000円

同じ － 60,134千円 223,546

支給実績
支給職員１人当たり

平均支給年額手　当　名 内容及び支給単価

（25年度決算） （25年度決算）

職員一人当たり平均支給額 151 千円

国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

手当の名称

 防疫手当，福祉手当，行旅病人及び行旅死亡人取扱手当，徴収手

 当，国土調査業務手当，用地交渉等手当，火葬場業務手当，教員

 特殊業務手当，教育業務連絡指導手当

支給実績（平成25年度決算） 58,126 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成25年度決算） 75,455円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成25年度） 9.6 ％

手当の種類（手当数） 9

その他 定年前早期退職特例措置あり（2～20％） その他 定年前早期退職特例措置あり（2～45％）

支給実績（平成25年度決算） 3,320千円

最高限度額 52.44月分 52.44月分 最高限度額 52.44月分 52.44月分

勤続35年 43.70月分 52.44月分 勤続35年 43.70月分 52.44月分

勤続25年 30.82月分 36.57月分 勤続25年 30.82月分 36.57月分

勤続20年 21.62月分 28.98月分 勤続20年 21.62月分 27.025月分

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

・役職加算　５％～15％ ・役職加算　５％～20％

・管理職加算　10％～25％

指　宿　市 国

支給割合 2.60月分 1.35月分 2.60月分 1.35月分

加算措置
の状況

職務の級等による加算措置 職務上の段階，職務の級などによる

加算措置

区分
 指　宿　市 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当



　(1) 勤務時間

（注）上記以外に，病気休暇・特別休暇等があります。

５　職員の分限及び懲戒処分の状況

６　職員の福祉及び利益の保護の状況

(1) 職員の健康診断 (2) 公務災害補償の状況

人

人

人

７　職員の休業に関する状況

平成26年度中に新たに育児休業を取得した職員の取得状況は，次のとおりです。

女性職員

平成26年度中に新たに部分休業を取得した職員の取得状況は，次のとおりです。

女性職員

８　その他

0人 2人

(1) 勤務条件に関する措置の状況 なし

(2) 不利益処分に関する不服申し立ての状況 なし

計 1人 1人 0人 0人 0人

0人

1人 1人 2人

男性職員

計
1年以下 1年6月以下 2年以下 2年6月以下 3年以下

0人 4人

(2) 部分休業

期間 6月以下
6月越え 1年越え 1年6月越え 2年越え 2年6月越え

計 0人 1人 3人 0人 0人

0人

1人 3人 4人

男性職員

1年6月越え 2年越え 2年6月越え
計

1年以下 1年6月以下 2年以下 2年6月以下 3年以下

１日・２日・脳 196

(1) 育児休業

期間 6月以下
6月越え 1年越え

レントゲン撮影 １回／年 226 地方公務員
災害補償基金
鹿児島県支部

１件
右第４指指圧挫創
右第４指異物
右第４指深指屈筋腱損傷

職場健康診断 １回／年 195

人間ドック

受診名 回数・種類 受診者数 加入団体名 災害件数 災害の概要

降 給 ０人 戒 告 ０人

失 職 ０人

降 任 ０人 停 職 ０人

休 職 ０人 減 給 ０人

処分内容 処分者数 処分内容 処分者数

分
限
処
分

免 職 ０人 懲
戒
処
分

免 職 ０人

市町村アカデミー 1人  観光戦略と地域ブランド

市単独研修 443人  管理監督者研修・新規採用職員研修等

４　職員の研修の状況（※４・５・６・７については平成26年4月1日～平成27年3月31日）

研　修　名 研修者数 研修内容

鹿児島県市町村振興協会等 117人  一般職員・管理監督者研修・特別研修等

　(3) 育児休業（※取得実績は，平成26年4月1日～平成27年3月31日） 

 休暇の種類  休　暇　日　数　等 取得実績

育児休業 子が３歳に達する日まで 10人

年次有給休暇 １年につき20日。前年に未使用日数がある場合，最大20日を翌年に繰越 平均8.8日/人

介護休暇 連続する６月以内 ０人

１日当たりの勤務時間  午前８時30分～午後５時15分（休憩時間：正午～午後１時）

１週間当たりの勤務時間  38時間45分

　(2) 休暇制度（※取得実績は，平成26年1月1日～平成26年12月31日） 

 休暇の種類  休　暇　日　数　等 取得実績

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 区　　　分  標準の勤務時間等

勤務を要する日
 毎週月曜日～金曜日（週５日間）

 ※祝日及び12月29日～1月3日を除く


